
マイナンバー（社会保障・税番号制度）について 
 

最新更新日：平成２７年４月２０日 
一般社団法人日本農業機械工業会 

 
 マイナンバー（社会保障・税番号制）制度が導入され、平成２７年１０月から個人番号・法人

番号の付番・通知や、平成２８年１月からの利用開始が予定されています。 
 このため、当会では、このホームページ上に情報提供のためのバナーを設けましたので、ご活

用ください。 
 

当会ホームページ： http://www.jfmma.or.jp/  
 
 バナーのリンク先及びリンク先の事業者向け情報は、以下のとおりです。 
 
（バナーのリンク先） 
マイナンバー社会保障・税番号制度 - 内閣官房 

    http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/  

 
（事業者向けの主な情報） 

• 政府広報オンライン（事業者向け） 
• 「事業者による個人番号の事前収集」について 
• 事業者向けマイナンバー広報資料（平成 27年 2月版）（PDF:9.0MB） 
• （説明文表示あり）事業者向けマイナンバー資料（平成 27年 2月版）（PDF:5.7MB）  
• 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）（PDF:817KB） 
• （別冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

（PDF:586KB） 
• 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」及び「（別冊）金融業

務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関する Q&A 
• 民間事業者における取扱いに関する FAQ 
• 民間団体等の対応事例  

 

    


